
議案第２５号 

 

   山陽小野田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

山陽小野田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改

正する条例を次のように定める。 

 

 令和２年２月１９日提出 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二   

 

山陽小野田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部

を改正する条例 

 山陽小野田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成１７

年山陽小野田市条例第１６８号）の一部を次のように改正する。 

 第１２条第１項を次のように改める。 

団員には、次により報酬を支給する。 

階級 金額 

団長 年額 ８２,５００円 

副団長 年額 ６９,０００円 

分団長 年額 ５０,５００円 

副分団長 年額 ４５,５００円 

部長 年額 ３７,０００円 

班長 年額 ３７,０００円 

団員 年額 ３６,５００円 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

  



 

議案第２５号参考資料 

山陽小野田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（報酬） （報酬） 

第１２条 団員には、次により報酬を支給する。 第１２条 団員には、次により報酬を支給する。 

階級 金額 

団長 年額 ８２,５００円 

副団長 年額 ６９,０００円 

分団長 年額 ５０,５００円 

副分団長 年額 ４５,５００円 

部長 年額 ３７,０００円 

班長 年額 ３７,０００円 

団員 年額 ３６,５００円 
 

団長 年額 ８１，０００円 

副団長 年額 ６７，５００円 

分団長 年額 ４９，０００円 

副分団長 年額 ４４，０００円 

部長 年額 ３５，５００円 

班長 年額 ３５，０００円 

団員 年額 ３４，５００円 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 

 


